
京
都
大
学
国
際
融
合
創
造
セ
ン
タ
ー
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
国
際
融
合
創
造
セ
ン
タ
ー
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

国
際
融
合
創
造
セ
ン
タ
ー
は
、
国
際
的
な
視
野
に
立
ち
、
産
学
官
連
携
に
関
す
る
実
践
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業
の
創
成
に
繋
が
る
独
創
的
先
端
研
究

を
行
う
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。、

、

、

。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

国
際
融
合
創
造
セ
ン
タ
ー
は

そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
き

国
際
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
機
構
の
実
施
す
る
業
務
の
支
援
を
行
う

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


